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～年末・年始は路上工事を中止します～ 

 
「鹿児島県域路上工事縮減対策協議会」では、路上工事による交通への影響が特に大き

い特定期間（ＧＷ、お盆、年末年始、年度末等）車線を規制する工事の抑制に

取り組んでいます。 
 

１） 鹿児島国道事務所及び大隅河川国道事務所が管理する国道（直轄国道）では、

交通渋滞が予想される年末・年始（１２月２７日（火）午後１０時～１月４日（水）

午前９時）の路上工事（占用工事を含む）を原則中止します。 
 

※国道（直轄国道）とは、鹿児島国道事務所、大隅河川国道事務所が管理する鹿児島県

内の３号・１０号・５８号・２２０号・２２４号・２２５号・２２６号です。 
※路面の穴ぼこや事故処理等、応急復旧が必要な緊急工事は対象外です。 

 
上記取り組みにより、鹿児島県内の直轄国道において１００％の路上工事中止
を行います。（全体件数３３件、全工事で中止） 

 
２） 鹿児島県が管理する直轄以外の国道・県道および、市町村が管理する道路等も

工事を極力中止するように取り組みます。 
  ※路面の穴ぼこや事故処理等、応急復旧が必要な緊急工事は対象外です。 

 
今後も道路利用者の皆様の立場に立ち、きめ細やかな路上工事縮減対策に取り組んでま

いります。 
 

【協議会参加機関】 
鹿児島国道事務所、大隅河川国道事務所、鹿児島県、鹿児島市、鹿屋市、西日本高速

道路㈱九州支社鹿児島高速道路事務所、鹿児島市水道局、九州電力㈱鹿児島お客様

センター、西日本電信電話㈱鹿児島支店、日本ガス㈱ 
 

【問い合わせ先】   
             鹿児島県域路上工事縮減対策協議会  事務局  

（国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所）           

                  ＴＥＬ ０９９－２１６－３１１１（代表）           
技術副所長    岩山 順一        
管理第一課長   道山 勲治        




